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＜ ２０２３年９月５日 発行 ＞ 

 「男性が男性を、女性が女性を好きになる」ことや、「体の性と心

の性の食い違い」に悩みながら、苦しんでいる人がいます。それは、

社会に根強い偏見や差別があるからです。こうした偏見や差別をな

くすために性の多様性について理解を深める必要があります。 

 

 

 

 「性」と聞かれると、男性と女性の２種類を思い浮かべる人が多い
と思います。性の在り方は、とても多様なのです。性のありかたを理
解するときに、次の３つの要素で考えることができます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

３つの要素の組み合わせにより、様々な性の在り方が存在します。

１０月号で「LGBTQ」についてお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉名
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隣保館
り ん ぽ か ん

だより 

 

吉名隣保館 事務所 

(竹原市人権センター内) 

２2―3726 

性の多様性について知ろう NO.1 

 

 

 

（NO.1） 

 

 

性的指向 

どのような対象

を好きになるか 

性自認 

自分の性をどのよ

うにとらえている

か 

 

 

からだの性別 

からだ(出生届

け・戸籍)の性 

人権ふれあい講演会      
◇日時  １１月１２日（日）13 時半～ 

◇場所  吉名地域交流センター 2 階ホール 

◇内容  「自分らしく 生きる」 

     ～心もからだもいろいろ 彩り豊かでええじゃん～ 

◇講師  ここいろ hiroshima （１０月にチラシを配布します） 

  「人権のまち竹原市民研究集会」講演会 
◇日時  ９月１８日（月・祝日）１３時半～15 時 

◇場所  竹原市人権センター１階 会議室 

◇内容  「今、子どもの権利を考えよう!」 

◇講師  県立広島大学保健福祉学部保健福祉学科 田中聡子教授 

        保健福祉学科 田中 聡子 教授 

 

ぜひ参加
をお願い
します。 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

９月行事・教室の予定 

☆着付教室         １１日（月）・２５日（月） 午後 １時００分～ 
☆パソコン教室  毎週火曜日    午後 ７時３０分～ 
☆カラオケ教室  毎週木曜日   午後 １時３０分～ 
☆グラウンドゴルフ教室 ２１日（木）むなこしグランド  午前 ８時 30 分～ 
☆はんこクラブ  毎週金曜日   午後 １時３０分～ 
☆健康相談   ２５日（月）   午前 ９時００分～ 
 
 
 

おめでとうございます 

  グラウンドゴルフ教室      

８月１７日の結果 

【むなこしグランド】 

第１位 大木 秀夫さん 

第２位 松林芙美枝さん 

第３位 保手浜君夫さん 

健康相談の 
開催について 

☆日時・・９月２５日（月） ９時～ 

☆場所・・吉名地域交流センター 

☆内容‥保健師による血圧測定、 

尿検査、体力測定があります。 

☆体調で気になる事も相談できま

すので、ぜひご参加ください。 

 

 【人権豆知識コーナー】 ＳＤＧs （エスディージーズ）について 
 これは「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会を目指す世界共通の目標で，

2015 年の国連サミットで決定されました。2030 年を達成年限とし，17 のゴールと

169 のターゲットから構成されています。SDGs の内容はどれも「人が生きること」と

関連しており，人権尊重の考え方がベースにあります。 

ここでは，人権に特に関わりの深い目標についてお 

知らせします。 

【目標 10 平和と公正をすべての人に】 
 平和な社会づくりのため、世界中から虐待、搾取、人身売買など、あらゆる暴力と暴

力による死を大幅になくすこと、政府や国の制度を公正にすることをめざす目標で、そ

の目標が生まれた背景の４つの視点の中から２点を紹介します。 

① 子どもへの暴力をなくす 

子どもへの暴力が深刻な社会問題として扱われているなか、家庭で発生する暴力や体

罰を法律で全面的に禁止している国は６０か国。それ以外の６億人の子どもたち（５

歳未満）は、法律からまもられていない。暴力は、子どもの発達や健康だけでなく、 

福祉や豊かな生活を送るための能力も低下させると言われている。 

② 人身売買の被害をなくす 

人身売買は、国際的に禁止されている行為にもかかわらず、いまだに世界で存在して

いる。国連薬物・犯罪事務所によると、２０１６年に人身売買の被害を受け、保護さ

れた人のうち、全体の７割が成人女性と女子。成人男性の被害も多く、強制労働を目

的とした人身売買がほとんどといわれている。 

これらの課題解決を国際的な課題とするために、SDGs の目標としている。 

 


